
 介護保険事業計画と保険料

市町村は３年を１期（平成１６年度までは５年を１期）とする介護保険事業計画を策定し、３年ごとに見直しを行う。

保険料は、３年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、３年間を通じて財政の均衡を保つよう設定される。

　（３年度を通じた同一の保険料）

単位：千円

平成１２年度

平成１３年度

平成１４年度 ※旧和気町

平成１５年度

平成１６年度

平成１７年度 ※旧和気町

平成１８年度

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度

令和７年度

令和８年度

※給付費＝特定入所者・高額・高額合算・審査支払を除く

岡山県下の第9期保険料

事業運営期間 事業計画 給付費（和気町） 保険料

上段：和気町
中段：岡山県
（下段：全国平均）

第
一
期

第
二
期

第
三
期

第
四
期

第
三
期

第
四
期

760,730

940,047

1,022,687

1,118,803

1,193,797

1,195,884

1,142,757

1,200,957

1,226,246

1,299,180

1,295,223

1,330,121

1,342,572

1,344,483

1,426,939

1,438,205

1,485,353

1,490,804

1,478,082

1,473,879

1,499,986

1,491,918

1,472,717

1,459,280

1,554,942

1,602,762

1,616,137

第
五
期

第
五
期

3,891円※

3,658円
（3,293円）

4,267円

4,449円
（4,090円）

4,392円

4,474円
（4,160円）

4,465円

5,224円
（4,972円）

3,150円※

3,072円
（2,911円）

5,000円

5,914円
（5,514円）

第
一
期

第
二
期

第
六
期

＋23.5％

＋19.1％

（＋13.1％）

＋9.7％

＋21.6％

（＋24.2％）

＋2.9％

＋0.6％

（＋1.7％）

＋1.7％

＋16.8％

（＋19.5％）

＋12.0％

＋13.2％

（＋10.9％）

第
六
期

第
七
期

第
七
期

5,900円

6,064円
（5,869円）

＋18.0％

＋2.5％

（＋6.4％）

第
八
期

第
八
期

±0％

＋3.4％

（＋6.4％）
5,900円

6,271円
（6,014円）

R6～R8

西粟倉村 吉備中央町 岡山市 新庄村 勝央町 久米南町 高梁市 倉敷市 美咲町 井原市 鏡野町 総社市 笠岡市 瀬戸内市

6,800円 6,800円 6,640円 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円 6,450円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,250円 6,200円

早島町 新見市 里庄町 美作市 奈義町 玉野市 津山市 矢掛町 赤磐市 浅口市 和気町 真庭市 備前市

6,200円 6,200円 6,200円 6,150円 6,000円 6,000円 6,000円 5,900円 5,900円 5,900円 5,900円 5,720円 5,500円

(基準月額）

5,900円

6,364円
（6,225円）

±0％

＋1.5％

（＋3.5％）
第
九
期
見
込

第
九
期


